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屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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宮
城
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規
則
第
九
十
二
号

　
　
　
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
規
則
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
三
条
第
一
項
中
「
又
は
、
設
置
す
る
」
を
「
又
は
設
置
す
る
」
に
、「
土
木
事
務
所
の
長
」
を
「
土
木
事
務
所
長
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

　

五�　

次
に
掲
げ
る
広
告
物
等
を
表
示
し
、
又
は
設
置
す
る
場
合
は
、
第
九
条
の
三
第
六
項
（
第
九
条
の
四
第
四
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
（
電
柱
類
広
告
以
外
の
広
告
物
等
に
あ
つ
て
は
、
申

請
前
三
月
以
内
に
行
つ
た
点
検
（
条
例
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
点
検
（
以
下
「
標
準
点
検
」
と
い
う
。）
又
は

同
条
第
二
項
本
文
の
目
視
に
よ
る
点
検
（
以
下
「
目
視
点
検
」
と
い
う
。）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
に
係
る
も
の

に
限
る
。）

　
　

イ　

新
た
に
許
可
を
要
す
る
こ
と
と
な
つ
た
既
設
の
広
告
物
等

　
　

ロ　

建
築
物
等
を
利
用
す
る
広
告
物
等

　

第
三
条
第
三
項
中
「
土
木
事
務
所
の
長
」
を
「
土
木
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
の
二
中
「
建
築
主
事
」
の
下
に
「
又
は
建
築
副
主
事
」
を
加
え
る
。

　

第
五
条
第
二
項
中
「
条
例
第
十
二
条
の
三
第
一
項
の
点
検
（
以
下
「
点
検
」
と
い
う
。）」
を
「
点
検
」
に
改
め
、
同

項
第
二
号
中
「
第
九
条
の
三
第
七
項
に
規
定
す
る
書
面
」
を
「
第
九
条
の
三
第
六
項
（
第
九
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定
に
よ
る
報
告
書
」
に
改
め
る
。

　

第
九
条
の
二
第
三
項
第
一
号
ハ
中
「
技
能
検
定
」
の
下
に
「（
三
級
の
技
能
検
定
を
除
く
。）」
を
加
え
る
。

　

第
九
条
の
三
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
点
検
」
を
「
標
準
点
検
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
点
検
」
を
「
標

準
点
検
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
発
生
」
の
下
に
「（
条
例
第
十
二
条
の
三
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
目

視
点
検
で
は
十
分
で
な
い
と
知
事
が
認
め
た
と
き
に
限
る
。）」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
中
「
点
検
を
」
を
「
標
準
点
検

を
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
点
検
」
を
「
標
準
点
検
」
に
改
め
、
同
項
第
六
号
イ
中
「
鳥
よ
け
」
を
「
鳥
除
け
」

に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
削
り
、
同
条
第
六
項
第
三
号
を
削
り
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項

を
加
え
る
。

６�　

条
例
第
十
二
条
の
三
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
標
準
点
検
の
結
果
の
提
出
は
、
安
全
点
検
報
告
書
（
様
式
第
六
号
の

二
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　

第
九
条
の
三
第
七
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

７�　

前
項
の
報
告
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
標
準
点
検
に
係
る
広
告
物
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等
が
、
面
積
が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
電
柱
類
広
告
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
、
面
積

が
一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
内
の
電
柱
類
広
告
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
の
添

付
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

一�　

標
準
点
検
の
実
施
者
が
条
例
第
十
二
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
屋
外
広
告
士
等
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

の
写
し

　

二�　

標
準
点
検
後
の
広
告
物
等
の
全
景
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
広
告
物
等
の
箇
所
ご
と
の
状
況
を
撮
影
し
た
カ

ラ
ー
写
真

　

三�　

標
準
点
検
の
結
果
、
公
衆
に
対
し
て
危
害
を
加
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
異
常
が
認
め
ら
れ
た
広
告
物
等
に
あ
つ
て

は
、
当
該
異
常
の
あ
つ
た
箇
所
の
修
繕
前
及
び
修
繕
後
を
撮
影
し
た
カ
ラ
ー
写
真

　

第
九
条
の
三
第
八
項
を
削
る
。

　

第
九
条
の
三
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　

（
目
視
点
検
）

第
九
条
の
四　

目
視
点
検
は
、
広
告
物
等
の
表
示
又
は
設
置
後
三
年
以
内
ご
と
に
一
回
行
う
も
の
と
す
る
。

２　

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
事
由
が
生
じ
た
と
き
は
、
目
視
点
検
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

一�　

暴
風
、
豪
雨
、
豪
雪
、
地
震
そ
の
他
の
異
常
な
自
然
現
象
を
原
因
と
す
る
広
告
物
等
に
よ
る
公
衆
に
対
す
る
危

害
を
加
え
る
お
そ
れ
の
発
生
（
前
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
と
き
を
除
く
。）

　

二　

そ
の
他
知
事
が
必
要
と
認
め
る
事
由

３�　

前
項
の
規
定
に
よ
り
目
視
点
検
を
行
つ
た
場
合
に
お
け
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
広
告

物
等
の
表
示
又
は
設
置
後
」
と
あ
る
の
は
、「
次
項
の
規
定
に
よ
る
直
近
の
点
検
後
」
と
す
る
。

４　

前
条
第
四
項
、
第
六
項
及
び
第
七
項
の
規
定
は
、
目
視
点
検
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　

第
十
一
条
の
二
中
「
当
該
地
方
合
同
庁
舎
」
の
下
に
「
と
す
る
。
以
下
同
じ
。」
を
加
え
る
。

　

第
十
三
条
第
一
項
中
「
土
木
事
務
所
の
長
」
を
「
土
木
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

　

第
十
九
条
第
七
項
中
「
き
損
し
た
」
を
「
毀
損
し
た
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
二
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

５�　

屋
外
広
告
業
者
が
条
例
第
三
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
電
磁
的
記
録
の
保
存
を
行
う
場
合
は
、
必
要
に
応
じ
電
磁
的

記
録
に
記
録
さ
れ
た
事
項
を
出
力
す
る
こ
と
に
よ
り
、
直
ち
に
明
瞭
か
つ
整
然
と
し
た
形
式
で
そ
の
使
用
に
係
る
電

子
計
算
機
そ
の
他
の
機
器
に
表
示
で
き
、
か
つ
、
当
該
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
の

措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

第
二
十
五
条
中
「
土
木
事
務
所
の
長
」
を
「
土
木
事
務
所
長
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
二
第
二
号
中
「
第
五
条
第
三
項
の
」
を
「
条
例
第
五
条
第
三
項
の
」
に
改
め
る
。

　

様
式
第
六
号
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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様式第 ６号の ２（第９条の３関係）

（第１面）
安全点検報告書

� 　　年　　月　　日　　

　　宮城県　　　　土木事務所長　殿

� 報告者　住所　　　　　　　　　　　　　電話番号　　　　　　　　　　

� 氏名又は名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　屋外広告物の状況について，点検を実施したので，点検の結果を提出します。

表示又は設置場所

（地名地番）

宮城県

（住居表示）

宮城県

現許可年月日 　　年　　月　　日 許可番号
指　令
第　　　　　　　号

現許可期間
　　　　　年　　月　　日から
　　　　　年　　月　　日まで

点検報告事由 □新規許可　　□更新許可　　□変更許可　　□災害発生時　　□その他（� ）

点検実施者

住所

電話番号

氏名

資格番号（各資格に付された登録番号等）

点検した広告物等の整理番号

（� ）

資格の名称（※は電柱類広告の場合のみ選択可能）

□屋外広告士

□職業訓練指導員免許所持者（広告美術科に係るもの）

□一級又は二級広告美術仕上げ技能士

□職業訓練修了者（広告美術科に係るもの）

□一級建築士又は二級建築士かつ屋外広告物講習会修了者

□屋外広告物点検技能講習修了者

□屋外広告物講習会修了者�※

□第一種又は第二種電気工事士�※

住所

電話番号

氏名

資格番号（各資格に付された登録番号等）

点検した広告物等の整理番号

（� ）

資格の名称（※は電柱類広告の場合のみ選択可能）

□屋外広告士

□職業訓練指導員免許所持者（広告美術科に係るもの）

□一級又は二級広告美術仕上げ技能士

□職業訓練修了者（広告美術科に係るもの）

□一級建築士又は二級建築士かつ屋外広告物講習会修了者

□屋外広告物点検技能講習修了者

□屋外広告物講習会修了者�※

□第一種又は第二種電気工事士�※

点検結果 別紙のとおり

注意
１　報告者は広告物等の所有者又は占有者です（点検実施者ではありません。）。
２　本様式は一の申請につき１部作成してください。
３　点検実施者が上欄に掲げる資格を有することを証する書面の写しを添付してください（電柱類広告の点検の場合は不要です。）。
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（第２面）

点検結果

整理番号 点検日 　　年　　月　　日 点検方法 □目視　　□目視・触診・打診・検査

広告物等�
の種類

　□屋上広告物　　　□壁面広告物（壁面看板・突出看板）　　　□独立広告物（建植看板・アーチ看板）
　□電柱類広告　　　□その他（　　　　　　　　　　　　　）　　（電気的設備の有無　□有　□無）

表示・設置後の
経過年数

□　表示・設置後経過年数　　　　年　　／　　□　表示・設置後経過年数不明

点検箇所 点検項目 内部の点検 異常の有無 修繕の概要（異常有の場合）

①
基礎部

上部構造部

１　�基礎のクラック，支柱と根巻き
との隙間，支柱ぐらつき等

□実施
□対象外

□有（経過観察・�要修繕）
□無

修繕済・修繕予定（　　年　　月）

２　�上部構造全体の傾斜，ぐらつき
等

□実施
□対象外

□有（経過観察・�要修繕）
□無

３　�鉄骨のさび発生，塗装の老朽化
等

□実施
□対象外

□有（経過観察・�要修繕）
□無

②
支持部

１　�鉄骨接合部（溶接部・プレート）
の腐食，変形，隙間等

□実施
□対象外

□有（経過観察・�要修繕）
□無

修繕済・修繕予定（　　年　　月）

２　�鉄骨接合部（ボルト，ナット，
ビス）のゆるみ，欠落等

□実施
□対象外

□有（経過観察・�要修繕）
□無

③
取付部

１　�アンカーボルト・取付部プレー
トの腐食，変形等

□実施
□対象外

□有（経過観察・�要修繕）
□無

修繕済・修繕予定（　　年　　月）

２　�溶接部の劣化，コーキングの劣
化等

□実施
□対象外

□有（経過観察・�要修繕）
□無

３　�取付対象部（柱・壁・スラブ）・
取付部周辺の異常等

□実施
□対象外

□有（経過観察・�要修繕）
□無

④
広告板

１　�表示面板・切り文字等の腐食，
破損，変形，ビスの欠落等

□実施
□対象外

□有（経過観察・�要修繕）
□無

修繕済・修繕予定（　　年　　月）

２　�側板，表示面板押さえの腐食，
破損，ねじれ，変形，欠損等

□実施
□対象外

□有（経過観察・�要修繕）
□無

３　�広告板底部の腐食，水抜き孔の
詰まり等

□実施
□対象外

□有（経過観察・�要修繕）
□無

⑤
照明装置

１　照明装置の不点灯，不発光等
□実施
□対象外

□有（経過観察・�要修繕）
□無

修繕済・修繕予定（　　年　　月）

２　�照明装置の取付部の破損，変形，
さび，漏水等

□実施
□対象外

□有（経過観察・�要修繕）
□無

３　周辺機器の劣化，破損等
□実施
□対象外

□有（経過観察・�要修繕）
□無

⑥
付属部材等

１　�付属部材（装飾，振れ止め棒，鳥
除けその他付属品）の腐食，破損等

□実施
□対象外

□有（経過観察・�要修繕）
□無

修繕済・修繕予定（　　年　　月）

２　避雷針の腐食，損傷等
□実施
□対象外

□有（経過観察・�要修繕）
□無

⑦
その他

その他点検した事項等
（　　　　　　　　　　　　　　　　）

□実施
□対象外

□有（経過観察・�要修繕）
□無

修繕済・修繕予定（　　年　　月）

注意
１�　点検した広告物等が複数ある場合，第２面から第５面は，一の広告物ごとに１部作成し，整理番号を記載してください（電柱類
広告を除く）。

２　点検項目について異常の有無に✓印を入れ，有の場合は修繕の内容を記載してください。
３　広告物等の種類により，該当する点検箇所・点検項目がない場合は，「異常の有無」の欄に斜線を引いてください。
４�　表示・設置後の経過年数が10年以上（規則第３条第２項第５号ロの場合は，当該建築物等を設置した日からの経過年数）又は経
過年数不明の広告物等は，内部の点検が必要です。
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（第３面）

広告物等の現況写真等

整理番号

項　目 写真 備考

点検時

①基礎部及び�
上部構造部

■異常の有無
　有（経過観察・要修繕）
　無
■点検結果の状況

点検時

②支持部

■異常の有無
　有（経過観察・要修繕）
　無
■点検結果の状況

点検時

③取付部

■異常の有無
　有（経過観察・要修繕）
　無
■点検結果の状況

注意
１　申請前３月以内に撮影したカラー写真を添付してください（電柱類広告を除く。）。
２　整理番号は第２面と同じ番号を記載してください。
３　広告物等の種類により，該当する点検箇所・点検項目がない場合は，「写真」の欄に斜線を引いてください。
４　写真枚数が多い場合は，「写真欄」に「別添」と記載し，別途任意の様式に添付してください。
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（第４面）

広告物等の現況写真等

整理番号

項　目 写真 備考

点検時

④広告板

■異常の有無
　有（経過観察・要修繕）
　無
■点検結果の状況

点検時

⑤照明装置

■異常の有無
　有（経過観察・要修繕）
　無
■点検結果の状況

点検時

⑥付属部材等

■異常の有無
　有（経過観察・要修繕）
　無
■点検結果の状況

注意
１　申請前３月以内に撮影したカラー写真を添付してください（電柱類広告を除く。）。
２　整理番号は第２面と同じ番号を記載してください。
３　広告物等の種類により，該当する点検箇所・点検項目がない場合は，「写真」の欄に斜線を引いてください。
４　写真枚数が多い場合は，「写真欄」に「別添」と記載し，別途任意の様式に添付してください。
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（第５面）

広告物等の現況写真等

整理番号

項　目 写真 備考

点検後の全景

（異常箇所ある場合）

修繕前

（異常箇所ある場合）

修繕後

■修繕時期
　　　年　月

注意
１　申請前３月以内に撮影したカラー写真を添付してください（電柱類広告を除く。）。
２　整理番号は第２面と同じ番号を記載してください。
３　広告物等の種類により，該当する点検箇所・点検項目がない場合は，「写真」の欄に斜線を引いてください。
４　写真枚数が多い場合は，「写真欄」に「別添」と記載し，別途任意の様式に添付してください。
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附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
六
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２�　

改
正
後
の
屋
外
広
告
物
条
例
施
行
規
則
第
三
条
第
二
項
第
五
号
、
第
五
条
第
二
項
の
規
定
並
び
に
第
九
条
の
三
第

六
項
及
び
第
七
項
（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
規
則
第
九
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。）
の
規
定

は
、
令
和
七
年
二
月
一
日
以
後
に
行
う
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
宮
城
県
条
例
第
百
六
十
号
）
第
四
条
、

第
五
条
第
三
項
若
し
く
は
第
五
条
の
二
に
よ
る
許
可
の
申
請
又
は
同
条
例
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
更

新
の
申
請
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
行
う
許
可
の
申
請
又
は
許
可
の
更
新
の
申
請
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
三
号

　

行
政
書
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

行
政
書
士
に
対
す
る
懲
戒
処
分
を
行
っ
た
。　

　
　

令
和
六
年
八
月
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

処
分
を
行
っ
た
年
月
日

　
　

令
和
六
年
七
月
二
十
五
日

二　

被
処
分
者

　
　

岩
佐　

芳
正

　
　

仙
台
市
太
白
区
長
町
南
三
丁
目
二
十
一
番
七
号

三　

処
分
の
内
容

　
　

令
和
六
年
八
月
七
日
か
ら
三
月
間
の
業
務
の
停
止
（
法
第
十
四
条
第
二
号
）

四　

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

　

�　

法
第
十
条
及
び
行
政
書
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
総
理
府
令
第
五
号
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し

た
こ
と

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
四
号

　

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
（
中
国

残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関

す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
場
合
を
含

む
。）
の
規
定
に
よ
り
、
施
術
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

令
和
六
年
八
月
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

氏　
　

名

施
術
所
の
名
称

住
所
又
は
施
術
所
の
所
在
地

指
定
年
月
日

佐
藤　

美
華

那
智
が
丘
こ
ん
の
は
り
灸
院

仙
台
仮
庵
店

白
石
市
寿
山
二
四－

一
一

令
和
六
年
五
月

九
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
五
号

　

救
急
病
院
等
を
定
め
る
省
令
（
昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
病
院
を

救
急
病
院
と
認
定
し
た
。

　
　

令
和
六
年
八
月
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

名　
　
　

称

所　
　

在　
　

地

認
定
年
月
日

認
定
の
有
効
期
限

仙
塩
利
府
病
院

宮
城
郡
利
府
町
青
葉
台
二
丁
目

二－

百
八

令
和
六
年
八
月
一
日

令
和
九
年
七
月
三
十
一

日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
六
号

　

児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
二
十
一
条
の
五
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
児
通

所
支
援
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
の
五
の
二
十
五
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
六
年
八
月
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
児
通
所

支
援
の
種
類　
　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
五
〇
九
一
七
〇
七
五

ソ
ー
シ
ャ
ル
ビ
レ
ッ
ジ

ジ
ュ
ニ
ア

多
賀
城
市
中
央
三
丁
目

十－

五　

Ｏ
ｇ
ｇ
ｅ
ビ

ル
二
階

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

ス
タ
ン
デ
ィ
株

式
会
社

令
和
六
年
二
月

一
日

〇
四
五
一
一
〇
〇
三
九
〇

ら
い
と
は
う
す
ク
ラ
フ

ト
岩
沼

岩
沼
市
松
ケ
丘
二－

十

五－

七

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

一
般
社
団
法
人

ラ
イ
ト
ハ
ウ
ス

令
和
六
年
二
月

一
日

〇
四
五
一
五
〇
〇
八
五
四

放
課
後
等
デ
イ
サ
ー
ビ

ス　

ペ
ガ
サ
ス
フ
ァ
イ

ン大
崎
市
古
川
中
島
町
八

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

合
同
会
社
ペ
ガ

サ
ス
フ
ァ
イ
ン

５
５

令
和
六
年
二
月

一
日
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番
八－

五
号

〇
四
五
〇
七
〇
〇
五
七
〇

多
機
能
型
ス
テ
ー
シ
ョ

ン　

望
（
の
ぞ
み
）
名

取名
取
市
美
田
園
六
丁
目

三－

五　
　

グ
ラ
ン
ド

シ
リ
ウ
ス
一
〇
一

児
童
発
達
支
援
・

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

株
式
会
社
中
川

令
和
六
年
三
月

一
日

〇
四
五
〇
八
〇
〇
〇
七
三

バ
ン
ビ
・
ア
イ
ラ
ン
ド

角
田

角
田
市
佐
倉
字
上
土
浮

六
十
九－

一

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

株
式
会
社
ｍ
ａ

ｎ
ａ
ｂ
ｙ

令
和
六
年
三
月

一
日

〇
四
五
二
二
二
〇
一
五
五

バ
ン
ビ
・
ア
イ
ラ
ン
ド

船
岡
柴
田
郡
柴
田
町
船
岡
東

三
丁
目
十
一－

三

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

株
式
会
社
ｍ
ａ

ｎ
ａ
ｂ
ｙ

令
和
六
年
三
月

一
日

〇
四
五
〇
九
一
七
〇
八
三

コ
ペ
ル
プ
ラ
ス　

多
賀

城
教
室

多
賀
城
市
八
幡
三
丁
目

五－

二
十
一
エ
ク
セ
ス

ビ
ル
二
階

児
童
発
達
支
援

株
式
会
社
み
ら

い
の
星
光
舎

令
和
六
年
三
月

一
五
日

〇
四
五
〇
二
一
〇
三
〇
七

み
ん
な
は
な
ま
る
向
陽

町
教
室

石
巻
市
向
陽
町
四
丁
目

一
番
三
号

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

株
式
会
社
は
な

ま
る

令
和
六
年
四
月

一
日

〇
四
五
〇
七
〇
〇
五
八
八

ロ
ビ
ン
ズ
エ
ッ
グ
名
取

箱
塚
店

名
取
市
箱
塚
一－

十
三

－

十
八　

日
昭
箱
塚
ビ

ル
一
階
Ｂ

児
童
発
達
支
援
・

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

合
同
会
社
千
仁

会

令
和
六
年
四
月

一
日

〇
四
五
一
一
〇
〇
四
〇
八

ギ
フ
ト
岩
沼
さ
と
の
も

り岩
沼
市
里
の
杜
二－

四

－

三
十
六

児
童
発
達
支
援
・

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

株
式
会
社
Ｗ
ｉ

ｓ
ｔ
ｅ
ｒ
ｙ

令
和
六
年
四
月

一
日

〇
四
五
一
五
〇
〇
八
六
二

児
童
発
達
支
援
・
放
課

後
等
デ
イ
サ
ー
ビ
ス　

か
け
は
し

大
崎
市
古
川
境
野
宮
字

泥
屋
敷
百
四
十
六－

一

児
童
発
達
支
援
・

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

株
式
会
社
ｈ
ａ

ｒ
ｕ　

ｈ
ａ
ｎ

ａ

令
和
六
年
四
月

一
日

〇
四
五
〇
九
一
七
〇
九
一

パ
ル
リ
ン
ク
ス

多
賀
城
市
髙
橋
五
丁
目

十
一－

六

放
課
後
等
デ
イ
サ

ー
ビ
ス

株
式
会
社
Ｊ
Ｉ

Ｎ
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト

令
和
六
年
七
月

十
五
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
七
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
六
年
八
月
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ�

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
二
六
三
〇
二
二
〇

短
期
入
所　

え
く
ぼ
ハ

ウ
ス
利
府

宮
城
郡
利
府
町
し
ら
か

し
台
三
丁
目
十
九－

二

短
期
入
所

株
式
会
社
ナ
ス

キ
ー

令
和
六
年
二
月

一
日

〇
四
二
一
五
〇
〇
八
二
八

こ
た
古
川

大
崎
市
古
川
江
合
寿
町

三
丁
目
六
番
三
号

共
同
生
活
援
助

ノ
ー
ス
オ
ウ
ル

株
式
会
社

令
和
六
年
二
月

一
日

〇
四
二
二
六
三
〇
〇
九
五

え
く
ぼ
ハ
ウ
ス
利
府

宮
城
郡
利
府
町
し
ら
か

し
台
三
丁
目
十
九－

二

共
同
生
活
援
助

株
式
会
社
ナ
ス

キ
ー

令
和
六
年
二
月

一
日

〇
四
二
〇
七
〇
〇
六
一
九

み
ん
な
の
家

名
取
市
増
田
三
丁
目
十

－

二
十
五

共
同
生
活
援
助

株
式
会
社
し
れ

と
こ

令
和
六
年
二
月

二
十
二
日

〇
四
一
一
一
〇
〇
四
二
三

ナ
ー
シ
ン
グ
ホ
ー
ム
い

わ
ぬ
ま
訪
問
介
護
ス
テ�

ー
シ
ョ
ン

岩
沼
市
藤
浪
一
丁
目
三

番
五
十
五
号

居
宅
介
護
・
重
度

訪
問
介
護

合
同
会
社
フ
ァ

イ
ン
ズ
ガ
ー
デ

ン

令
和
六
年
四
月

一
日

〇
四
一
一
四
〇
〇
三
七
七

居
宅
介
護
事
業
所
み
ら

い
訪
問
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

東
松
島
市
大
曲
字
筒
場

九－

五

居
宅
介
護
・
重
度

訪
問
介
護

合
同
会
社
タ
カ

ワ

令
和
六
年
四
月

一
日

〇
四
一
二
三
〇
〇
〇
三
〇

丸
森
ホ
ー
ム　

た
て
や

ま
は
ら
か
ら
の
家　

短

期
入
所

伊
具
郡
丸
森
町
舘
矢
間

舘
山
字
天
王
十
七
番
地

一

短
期
入
所

社
会
福
祉
法
人

は
ら
か
ら
福
祉

会

令
和
六
年
四
月

一
日

〇
四
二
〇
八
〇
〇
〇
八
八

は
ぐ
く
み
学
園
障
害
者

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム

角
田
市
角
田
字
中
島
上

二
百
三
十
七－

一

共
同
生
活
援
助

社
会
福
祉
法
人

恵
萩
会

令
和
六
年
四
月

一
日

〇
四
一
〇
二
一
〇
七
一
〇

　

幸
せ
の
宿
る
家

石
巻
市
鹿
妻
南
二
丁
目

十
一
番
五
号

短
期
入
所

社
会
福
祉
法
人

夢
み
の
里

令
和
六
年
五
月

一
日

〇
四
一
一
四
〇
〇
三
七
七

居
宅
介
護
事
業
所
み
ら

い
訪
問
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

東
松
島
市
大
曲
字
筒
場

九－

五

同
行
援
護
・
行
動

援
護

合
同
会
社
タ
カ

ワ

令
和
六
年
五
月

一
日

〇
四
二
〇
二
一
〇
五
四
四

幸
せ
の
宿
る
家

石
巻
市
鹿
妻
南
二
丁
目

十
一
番
五
号

共
同
生
活
援
助

社
会
福
祉
法
人

夢
み
の
里

令
和
六
年
五
月

一
日

〇
四
五
二
二
二
〇
一
六
三

イ
ン
ク
ル

柴
田
郡
川
崎
町
大
字
前

居
宅
訪
問
型
児
童

発
達
支
援
・
保
育

株
式
会
社
Ｃ
ｈ

ｉ
ｌ
ｌ
Ｄ
ｏ
ｇ

令
和
六
年
五
月

一
日
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川
字
堀
切
十
三
番
地
の

十
三

所
等
訪
問
支
援

〇
四
一
一
六
〇
〇
一
六
六

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
桧
杜
の
丘

富
谷
市
日
吉
台
三
丁
目

九－

十　

パ
ラ
シ
オ
ン

二
十
一　

九
百
一
号

居
宅
介
護

レ
ジ
リ
エ
ン
ス

ケ
ア
株
式
会
社

令
和
六
年
六
月

一
日

〇
四
二
二
四
〇
〇
二
五
九

グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム　

に

じ
い
ろ

亘
理
郡
山
元
町
坂
元
字

向
山
三
十
五
番
地
三

共
同
生
活
援
助

株
式
会
社
Ｋ
Ｕ

Ｓ
Ａ
Ｋ
Ａ
制
作

所

令
和
六
年
六
月

一
日

〇
四
三
一
三
〇
〇
〇
一
一

障
害
者
相
談
支
援
セ
ン

タ
ー
あ
ら
い
ぶ

栗
原
市
築
館
伊
豆
一
丁

目
一
番
十
二
号

地
域
移
行
支
援
・

地
域
定
着
支
援

社
会
福
祉
法
人

栗
原
秀
峰
会

令
和
六
年
六
月

一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
八
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十

一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
六
年
八
月
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

指
定
障
害
福
祉
サ�

ー
ビ
ス
の
種
類　

設
置
者
名

指
定
年
月
日

〇
四
一
一
五
〇
〇
八
八
七

ｍ
ａ
ｎ
ａ
ｂ
ｙ
古
川
事

業
所
大
崎
市
古
川
駅
前
大
通

六－

三－

七

就
労
定
着
支
援

株
式
会
社
ｍ
ａ

ｎ
ａ
ｂ
ｙ

令
和
六
年
八
月

一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
九
号

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第

四
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
か
ら
次
の
と
お
り
事
業
を
廃
止
す
る
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

令
和
六
年
八
月
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

事
業
所
番
号

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

廃
止
す
る
指
定
障
害�

福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
種
類

設
置
者
名

廃
止
年
月
日

〇
四
一
〇
七
〇
〇
六
六
〇

ま
ご
こ
ろ
シ
ョ
ー
ト
ス

テ
イ

名
取
市
美
田
園
三
丁
目

短
期
入
所

株
式
会
社
シ
ル

バ
ー
サ
ポ
ー
ト

ま
ご
こ
ろ

令
和
六
年
二
月

二
十
一
日

一－

一

〇
四
二
〇
七
〇
〇
五
七
七

ま
ご
こ
ろ
の
家

名
取
市
増
田
三
丁
目
十

－

二
十
五

共
同
生
活
援
助

株
式
会
社
シ
ル

バ
ー
サ
ポ
ー
ト

ま
ご
こ
ろ

令
和
六
年
二
月

二
十
一
日

〇
四
一
〇
七
〇
〇
一
〇
八

バ
イ
タ
ル
ケ
ア
名
取

名
取
市
下
余
田
字
鹿
島

十

居
宅
介
護
・
重
度

訪
問
介
護

株
式
会
社
バ
イ

タ
ル
ケ
ア

令
和
六
年
三
月

三
十
一
日

〇
四
一
一
三
〇
〇
〇
九
八

社
会
福
祉
法
人
栗
原
市

社
会
福
祉
協
議
会　

居

宅
介
護
事
業
所

栗
原
市
築
館
高
田
一
丁

目
六
番
三－

十
二
号

居
宅
介
護
・
重
度

訪
問
介
護

社
会
福
祉
法
人

栗
原
市
社
会
福

祉
協
議
会

令
和
六
年
三
月

三
十
一
日

〇
四
一
二
七
〇
〇
七
三
四

ヘ
ル
パ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ

ン　

桧
杜
の
丘

富
谷
市
日
吉
台
三
丁
目

九－

十　

パ
ラ
シ
オ
ン

二
十
一　

九
百
一
号

居
宅
介
護

ト
ー
タ
ル
ケ
ア

株
式
会
社

令
和
六
年
五
月

三
十
一
日

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安

林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
。

　
　

令
和
六
年
八
月
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

魚
つ
き

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

　
　

㈠　

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

　
　
　
　

石
巻
市
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。）

　
　

㈡　

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

　
　

㈢�　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

　
　

㈣　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。
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（「
次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
水
産
林
政
部
森
林

整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
一
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
八
月
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
八
月
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

気
仙
沼
唐
桑
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

気
仙
沼
市
唐
桑
町
東
舞
根
七
番
一
地
先
か
ら

同
市
唐
桑
町
東
舞
根
七
番
一
地
先
ま
で

前

　

八
・
〇
～

�

九
・
八

�

二
三
・
五

後

　

八
・
三
～

�
九
・
八

�

二
三
・
五

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
二
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
よ
う
に
道
路
の
区
域
を

変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
六
年
八
月
二
日
か
ら
三
十
日
間
宮
城
県
庁
（
土
木
部
道
路
課
）
及
び
宮
城
県
気
仙
沼
土
木

事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
六
年
八
月
二
日

�

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

道
路
の
種
類　

県
道

二　

路　

線　

名　

気
仙
沼
唐
桑
線

三　

道
路
の
区
域変

更

の

区

間

変
更
の

前　

後

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

敷
地
の
延
長

（
メ
ー
ト
ル
）

気
仙
沼
市
唐
桑
町
東
舞
根
四
三
番
一
地
先
か
ら

同
市
唐
桑
町
東
舞
根
四
三
番
一
地
先
ま
で

前

　

八
・
五
～

�

九
・
八

�

三
五
・
一

後

　

八
・
七
～

�

一
〇
・
九

�

三
五
・
一

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
三
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
黒
沢
尻
用
水
路

土
地
改
良
区
が
管
理
す
る
黒
沢
尻
用
水
路
土
地
改
良
区
猫
田
第
一
頭
首
工
管
理
規
程
の
変
更
を
次
の
と
お
り
令
和
六
年

七
月
二
十
三
日
認
可
し
た
。

　
　

令
和
六
年
八
月
二
日

�

宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

田　
　

村　
　

賢　
　

治　
　
　

　
　
　
黒
沢
尻
用
水
路
土
地
改
良
区
猫
田
第
一
頭
首
工
管
理
規
程
（
変
更
概
要
）

一　

取
水
・
放
流
及
び
ゲ
ー
ト
の
操
作
に
関
す
る
事
項

〇
宮
城
県
告
示
第
五
百
十
四
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
五
十
七
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
黒
沢
尻
用
水
路

土
地
改
良
区
が
管
理
す
る
黒
沢
尻
用
水
路
土
地
改
良
区
猫
田
第
二
頭
首
工
管
理
規
程
の
変
更
を
次
の
と
お
り
令
和
六
年

七
月
二
十
三
日
認
可
し
た
。

　
　

令
和
六
年
八
月
二
日

�

宮
城
県
大
河
原
地
方
振
興
事
務
所　
　
　
　
　
　
　
　

�

所　

長　
　

田　
　

村　
　

賢　
　

治　
　
　

　
　
　
黒
沢
尻
用
水
路
土
地
改
良
区
猫
田
第
二
頭
首
工
管
理
規
程
（
変
更
概
要
）

一　

取
水
・
放
流
及
び
ゲ
ー
ト
の
操
作
に
関
す
る
事
項

教
育
委
員
会

〇
宮
城
県
教
育
委
員
会
告
示
第
八
号

　

地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ

り
、
教
育
委
員
会
の
定
例
会
を
次
の
と
お
り
招
集
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
会
議
の
傍
聴
を
希
望
す
る
者
は
、
次
に
定
め
る
手
続
に
従
っ
て
傍
聴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　

令
和
六
年
八
月
二
日

�

宮
城
県
教
育
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

�

教
育
長　
　

佐　
　

藤　
　

靖　
　

彦　
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一　

日　

時　

令
和
六
年
八
月
七
日　

午
後
一
時
三
十
分

二　

場　

所　

教
育
委
員
会
会
議
室

三　

事　

件

　
　

第
一
号
議
案　

第
二
期
宮
城
県
教
育
振
興
基
本
計
画
に
係
る
令
和
五
年
度
執
行
状
況
の
点
検
・
評
価
に
つ
い
て

　
　

第
二
号
議
案　

令
和
七
年
度
使
用
宮
城
県
立
中
学
校
教
科
用
図
書
の
採
択
に
つ
い
て

　
　

第
三
号
議
案　

高
等
学
校
入
学
者
選
抜
審
議
会
専
門
委
員
の
人
事
に
つ
い
て

四　

傍
聴
者
の
定
員

　
　

十
二
人

五　

傍
聴
手
続

　

１�　

傍
聴
希
望
の
受
付
は
、
会
議
開
会
三
十
分
前
か
ら
十
分
前
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
参
集
し
た
傍
聴
希
望

者
に
対
し
て
行
い
ま
す
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
を
超
え
た
場
合
は
、
希
望
者
全
員
に
よ
る
抽
選
と
し
ま
す
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
八
番
一
号

　
　

宮
城
県
教
育
庁
総
務
課
総
務
班
（
電
話
〇
二
二－

二
一
一－
三
六
一
一
）

公
安
委
員
会

止
す
る
業
務
（
雑
踏
の
整
理
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
雑
踏
警
備
業
務
」
と
い
う
。）
に
係
る
１
級
及
び
２

級

　
⑷
�　
検
定
規
則
第
１
条
第
４
号
に
規
定
す
る
工
事
現
場
そ
の
他
人
又
は
車
両
の
通
行
に
危
険
の
あ
る
場
所
に
お
け
る

負
傷
等
の
事
故
の
発
生
を
警
戒
し
、
防
止
す
る
業
務
（
交
通
の
誘
導
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
交
通
誘
導
警

備
業
務
」
と
い
う
。）
に
係
る
１
級
及
び
２
級

　
⑸
�　
検
定
規
則
第
１
条
第
５
号
に
規
定
す
る
運
搬
中
の
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
に
係
る
盗
難
等
の
事
故
の
発
生
を
警

戒
し
、
防
止
す
る
業
務
（
以
下
「
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備
業
務
」
と
い
う
。）
に
係
る
１
級
及
び
２
級

　
⑹
�　
検
定
規
則
第
１
条
第
６
号
に
規
定
す
る
運
搬
中
の
現
金
、
貴
金
属
、
有
価
証
券
等
の
貴
重
品
に
係
る
盗
難
等
の

事
故
の
発
生
を
警
戒
し
、
防
止
す
る
業
務
（
以
下
「
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
」
と
い
う
。）
に
係
る
１
級
及
び
２

級

２
　
実
施
日

　
⑴
　
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
の
一
部

　
　
　
令
和
６
年
11月
６
日
（
水
）
午
前
９
時
30分
か
ら

　
　
※
�実
技
試
験
の
一
部
に
つ
い
て
は
、
施
設
、
雑
踏
、
交
通
誘
導
及
び
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
の
各
２
級
の
学
科
試

験
合
格
者
に
つ
い
て
実
施
（
負
傷
者
の
救
護
、
護
身
方
法
）

　
⑵
　
実
技
試
験

　
　
ア
　
令
和
６
年
12月
11日
（
水
）
午
前
９
時
30分
か
ら

　
　
　
�　
空
港
保
安
警
備
業
務
１
級
及
び
２
級
、
施
設
警
備
業
務
１
級
、
雑
踏
警
備
業
務
１
級
及
び
２
級
、
核
燃
料
物

質
等
危
険
物
運
搬
警
備
業
務
２
級

　
　
イ
　
令
和
６
年
12月
12日
（
木
）
午
前
９
時
30分
か
ら

　
　
　
�　
施
設
警
備
業
務
２
級
、
交
通
誘
導
警
備
業
務
１
級
及
び
２
級
、
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備
業
務
１
級
、

貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
１
級
及
び
２
級

３
　
実
施
場
所

　
⑴
　
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
の
一
部

　
　
　
仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目
８
番
１
号

　
　
　
宮
城
県
警
察
本
部

　
⑵
　
実
技
試
験

　
　
　
仙
台
市
泉
区
天
神
沢
一
丁
目
４
番
11号

　
　
　
一
般
社
団
法
人
宮
城
県
警
備
業
協
会

４
　
受
検
人
員

　
　
全
警
備
業
務
の
１
級
及
び
２
級
合
わ
せ
て
30人
。

〇
宮
城
県
公
安
委
員
会
告
示
第
10２号

　
警
備
業
法
（
昭
和
47年
法
律
第
117号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
第
23条
第
１
項
に
規
定
す
る
検
定
を
次
の
と
お
り

実
施
す
る
。

　
　
令
和
６
年
８
月
２
日

�
宮
城
県
公
安
委
員
会
委
員
長
　
佐
藤
　
勘
三
郎
　
　

１
　
検
定
に
係
る
警
備
業
務
の
種
別
及
び
級

　
⑴
�　
警
備
員
等
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
17年
国
家
公
安
委
員
会
規
則
第
20号
。
以
下
「
検
定
規
則
」
と
い

う
。）
第
１
条
第
１
号
に
規
定
す
る
空
港
そ
の
他
の
飛
行
場
に
お
い
て
航
空
機
の
強
取
等
の
事
故
の
発
生
を
警
戒

し
、
防
止
す
る
業
務
（
航
空
機
に
持
ち
込
ま
れ
る
物
件
の
検
査
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
空
港
保
安
警
備
業

務
」
と
い
う
。）
に
係
る
１
級
及
び
２
級

　
⑵
�　
検
定
規
則
第
１
条
第
２
号
に
規
定
す
る
警
備
業
務
対
象
施
設
の
破
壊
等
の
事
故
の
発
生
を
警
戒
し
、
防
止
す
る

業
務
（
機
械
警
備
業
務
及
び
空
港
保
安
警
備
業
務
を
除
く
。
以
下
「
施
設
警
備
業
務
」
と
い
う
。）
に
係
る
１
級

及
び
２
級

　
⑶
�　
検
定
規
則
第
１
条
第
３
号
に
規
定
す
る
人
の
雑
踏
す
る
場
所
に
お
け
る
負
傷
等
の
事
故
の
発
生
を
警
戒
し
、
防
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収
用
委
員
会

５
　
受
検
対
象
者

　
⑴
　
当
該
警
備
業
務
各
１
級

　
　
�　
宮
城
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
又
は
宮
城
県
内
の
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員
で
あ
っ
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
者

　
　
ア
�　
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
警
備
業
務
の
種
別
に
つ
い
て
２
級
の
検
定
に
係
る
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
て

い
る
者
で
あ
っ
て
、
当
該
合
格
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
後
、
当
該
種
別
の
警
備
業
務
に
従
事
し
た
期
間
が
受

検
申
込
日
に
お
い
て
１
年
以
上
で
あ
る
も
の

　
　
イ
　
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
前
記
ア
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
能
力
を
有
す
る
と
認
め
る
者

　
⑵
　
当
該
警
備
業
務
各
２
級

　
　
　
宮
城
県
内
に
住
所
を
有
す
る
者
又
は
宮
城
県
内
の
営
業
所
に
属
す
る
警
備
員

６
　
検
定
内
容

　
�　
当
該
警
備
業
務
に
関
す
る
知
識
及
び
能
力
に
係
る
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
（
学
科
試
験
に
合
格
し
な
か
っ
た
者

に
対
し
て
は
、
実
技
試
験
は
行
わ
な
い
。）

７
　
事
前
申
込
み

　
⑴
　
受
付
専
用
電
話

　
　
�　
宮
城
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課
受
付
専
用
電
話
（
022－

224－
7311）

に
て
事
前
申
込
み
を

受
け
付
け
、
予
約
番
号
を
付
与
す
る
。

　
　
�　
な
お
、
受
付
は
先
着
順
と
し
、
１
回
の
電
話
で
の
受
付
は
１
人
と
す
る
。
ま
た
、
定
員
に
達
し
た
場
合
は
期
間

内
で
あ
っ
て
も
締
め
切
る
こ
と
と
す
る
。

　
⑵
　
受
付
期
間

　
　
�　
令
和
６
年
９
月
20日
（
金
）
か
ら
同
月
27日
（
金
）
ま
で
（
土
、
日
曜
日
、
祝
日
を
除
く
）
の
５
日
間
（
20日

か
ら
26日
ま
で
は
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で
、
最
終
日
は
午
後
３
時
ま
で
）
と
す
る
。

８
　
受
検
申
請
手
続

　
　
事
前
申
込
み
に
よ
り
予
約
番
号
を
取
得
し
た
者
に
対
す
る
受
講
手
続
は
、
次
の
と
お
り
行
う
。

　
⑴
　
申
請
受
付
期
間

　
　
　
令
和
６
年
９
月
30日
（
月
）
か
ら
同
年
10月
４
日
（
金
）
ま
で
の
５
日
間
（
午
前
９
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で
）

　
⑵
　
申
請
書
の
提
出
先

　
　
�　
事
前
申
込
み
の
際
に
提
出
先
警
察
署
を
指
定
す
る
の
で
、
申
請
受
付
期
間
内
に
指
定
さ
れ
た
警
察
署
に
提
出
す

る
こ
と
。

　
　
　
な
お
、
郵
送
に
よ
る
提
出
は
受
け
付
け
な
い
。

　
⑶
　
提
出
書
類

　
　
ア
　
検
定
申
請
書
（
検
定
規
則
別
記
様
式
第
１
号
）
　
１
通

　
　
イ
　
住
所
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
に
提
出
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
宮
城
県
内
の
住
所
を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

　
　
ウ
�　
属
す
る
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
警
察
署
に
提
出
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
営
業
所
に
属
す
る
こ
と

を
疎
明
す
る
書
面
　
１
通

　
　
エ
�　
前
記
５
－
⑴
－
ア
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
検
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
警
備
業
務
２
級
に
係
る
合
格
証

明
書
の
写
し
及
び
当
該
警
備
業
務
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
を
証
明
す
る
警
備
業
者
等
の
作
成
に
係
る
警
備
業
務

従
事
証
明
書
。
た
だ
し
、
警
備
業
者
が
既
に
廃
業
し
て
い
る
な
ど
警
備
業
務
従
事
証
明
書
を
提
出
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
事
情
を
疎
明
し
た
上
で
、
前
記
５
－

⑴
－
ア
に
該
当
す
る
こ
と
を
誓
約
す
る
書
面
及
び
履
歴
書
　
１
通

　
　
オ
　
前
記
５
－
⑴
－
イ
に
該
当
す
る
者
に
あ
っ
て
は
、
１
級
検
定
受
検
資
格
認
定
書
　
１
通

　
　
カ
�　
写
真
（
申
請
前
６
月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
、
上
三
分
身
、
無
背
景
の
縦
の
長
さ
3.0セ

ン
チ
メ
ー

ト
ル
、
横
の
長
さ
2.4セ

ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
、
そ
の
裏
面
に
氏
名
及
び
撮
影
年
月
日
を
記
入
し
た
も
の
。）
　
２

葉

　
⑷
　
受
検
手
数
料

　
　
　
公
安
委
員
会
関
係
手
数
料
条
例
（
平
成
12年
宮
城
県
条
例
第
21号
）
第
２
条
第
１
項
の
表
66の
項
に
基
づ
き
、

　
　
ア
　
空
港
保
安
警
備
業
務
１
級
及
び
２
級
　
　
　
　
　
　
　
　
　
16,000円

　
　
イ
　
施
設
警
備
業
務
１
級
及
び
２
級
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
16,000円

　
　
ウ
　
雑
踏
警
備
業
務
１
級
及
び
２
級
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
13,000円

　
　
エ
　
交
通
誘
導
警
備
業
務
１
級
及
び
２
級
　
　
　
　
　
　
　
　
　
14,000円

　
　
オ
　
核
燃
料
物
質
等
危
険
物
運
搬
警
備
業
務
１
級
及
び
２
級
　
　
16,000円

　
　
カ
　
貴
重
品
運
搬
警
備
業
務
１
級
及
び
２
級
　
　
　
　
　
　
　
　
16,000円

　
　
の
額
に
相
当
す
る
宮
城
県
収
入
証
紙
に
よ
り
申
請
時
に
納
付
す
る
こ
と
。

９
　
検
定
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

　
�　
検
定
に
係
る
学
科
試
験
及
び
実
技
試
験
を
受
験
す
る
と
き
は
、
検
定
申
請
書
を
提
出
し
た
警
察
署
に
お
い
て
交
付

す
る
受
検
票
を
持
参
す
る
こ
と
。

10　
検
定
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
先

　
　
宮
城
県
警
察
本
部
生
活
安
全
部
生
活
安
全
企
画
課

〇
宮
城
県
収
用
委
員
会
告
示
第
３
号

　
土
地
収
用
法
（
昭
和
26年

法
律
第
219号

）
第
45条

の
２
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
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。

　
　
令
和
６
年
８
月
２
日

�
宮
城
県
収
用
委
員
会
　
　
　

１
　
起
業
者
の
名
称

　
　
仙
台
市

２
　
事
業
の
種
類

　
⑴
　
事
業
認
可
分
（
本
体
事
業
）

　
　
　
仙
塩
広
域
都
市
計
画
道
路
事
業
　
３
・
２
・
10号
南
小
泉
茂
庭
線

　
⑵
　
事
業
認
定
分
（
関
連
事
業
）

　
　
　
仙
塩
広
域
都
市
計
画
道
路
事
業
南
小
泉
茂
庭
線
（
宮
沢
橋
工
区
）
に
伴
う
市
道
付
替
工
事

３
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
土
地
の
所
在
、
地
番
、
地
目
及
び
地
積
等

　
⑴
　
事
業
認
可
分
（
本
体
事
業
）

　
　
　
土
地
の
所
在
　
宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
堰
場

地
　
番

地
　
　
　
目

地
　
　
　
積
（
㎡
）

収
用
し
よ
う
と
す
る

土
地
の
面
積
（
㎡
）

公
　
簿

現
　
況

公
　
簿

実
　
測

15番
３

原
野

公
衆
用
道
路

（
私
道
）

218
218.78

70.13

　
⑵
　
事
業
認
定
分
（
関
連
事
業
）

　
　
　
土
地
の
所
在
　
宮
城
県
仙
台
市
若
林
区
堰
場

地
　
番

地
　
　
　
目

地
　
　
　
積
（
㎡
）

収
用
し
よ
う
と
す
る

土
地
の
面
積
（
㎡
）

公
　
簿

現
　
況

公
　
簿

実
　
測

収
用
地
①

15番
３

原
野

公
衆
用
道
路

（
私
道
）

218
218.78

42.71

収
用
地
②

15番
３

原
野

公
衆
用
道
路

（
私
道
）

218
218.78

76.39

４
　
土
地
所
有
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　
別
紙
の
と
お
り

　
　
（
注
）
�別
紙
に
つ
い
て
は
、
当
委
員
会
事
務
局
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
縦
覧
時
間
は
、
宮
城
県
の
執
務

時
間
を
定
め
る
規
則
（
平
成
元
年
４
月
１
日
宮
城
県
規
則
第
45号
）
に
規
定
す
る
県
の
執
務
時
間
と
す
る
。

５
　
土
地
に
関
し
て
所
有
権
以
外
の
権
利
を
有
す
る
関
係
人
の
氏
名
、
住
所
及
び
そ
の
権
利
の
種
類

　
　
な
し

６
　
裁
決
手
続
の
開
始
を
決
定
し
た
年
月
日

　
　
令
和
６
年
７
月
26日


